
兵庫県老人福祉計画等に基づく 
認知症施策の総合的な推進について（進捗状況） 

令和 3 年 5 月 兵庫県 健康福祉部 健康局 健康増進課 認知症対策室 
 

１．認知症予防・早期発見の推進 

取組内容 H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度 目標（令和 5 年度末） 

認知症健診等の早期発

見・早期対応の取組を推

進 (うち認知症予防検診) 

39 市町

（14 市町） 

39 市町

（14 市町） 

41 市町

（17 市町） 
  

 

41 市町 

（32 市町）  
 

２．認知症医療体制の充実 

取組内容 H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度 目標（令和 5 年度末） 

認知症サポート医養成

研修の実施 

(2005(H17)年度～) 
230 人 273 人 277 人   689 人 

かかりつけ医認知症対

応力向上研修の実施*神

戸市除く 
1,736 人 1,755 人 

 

1,768 人 

) 

  2,124 人 

病院勤務の医療従事者

向け認知症対応力向上

研修の実施*神戸市除く 

2,410 人 2,715 人 2,939 人  

 

 

 

3,742 人 

歯科医師向け認知症対

応 力 向 上 研 修 の 実 施

(2016(H28)年度～) 
480 人 657 人 825 人   1,352 人 

薬剤師向け認知症対応

力 向 上 研 修 の 実 施

(2016(H28)年度～) 
1,191 人 1,451 人 1,619 人   2,468 人 

看護職員認知症対応力

向 上 研 修 の 実 施

(2016(H28)年度～) 
556 人 747 人 835 人   1,329 人 

 

３．認知症地域支援ネットワークの強化 

取組内容 H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度 目標（令和 5 年度末） 

本人の意思を重視した

施策の展開（市町） 
― ― 11 市町   24 市町  

認知症希望大使（仮称）

の任命（県） 
― ― ―   

認知症希望大使（仮称）

を任命し、施策に反映す

る取組開始 

認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成後の

活動支援の推進 

(ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講座の実施) 

７市町 7 市町 18 市町   37 市町  

ﾁｰﾑｵﾚﾝｼﾞのﾈｯﾄﾜｰｸ構築 ― ― 3市町   29 市町 

認知症高齢者等の見守り・ 

SOS ﾈｯﾄﾜｰｸの取組の充実 

（模擬訓練実施等） 

27市町 21市町 19市町   
35 市町 

 

認知症カフ 

ェ等の認知 

症の人やそ 

の家族の集 

いの推進 

認知症カフ

ェの拡充 

498ヶ所 

(41市町) 

511ヶ所 

(41市町) 

337ヶ所 

(41市町) 
  

地域の実情に応じたカフ

ェ・認知症の人や家族の

つどい 拡充 
認知症の人 

や家族のつ 

どい拡充 

111ヶ所 

(38市町) 

120ヶ所 

(38市町) 

120ヶ所 

(38市町) 
  



 

４．認知症ケア人材の育成 

取組内容 H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度 
目標

（令和 5 年度末） 

認知症介護指導者養成

研修の実施 

(2001(H13)年度～) 

48 人 51 人 51 人   

 

 67 人 

 

認知症介護実践リーダ

ー研修の実施 

(2001(H13)年度～) 

1,156 人 1,214 人 1,251 人   

 

1,550 人 

 

認知症介護実践者研修

の実施 

(2005(H17)年度～) 

6,082 人 6,505 人 6,803 人   

 

9,300 人 

 

兵庫県４DAS（認知症機能

訓練システム）研修修了延

べ人数 

940 人 1,531 人 1,686 人      2,703 人 

 

５．若年性認知症施策の推進 

取組内容 H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度 
目標

（令和 5 年度末） 

若年性認知症支援コー

ディネーター研修を受

講した相談員が在籍す

る認知症疾患医療セン

ター数 

  ―   ― ２ヶ所  

 
将来的に、県指
定の認知症疾患
医療センター
（18 か所）す
べてに若年性認
知症支援コーデ
ィネーター研修
を受講した相談
員が 1 名以上在
席 

ひょうご認知症当事者

グループの設置支援 

*若年性認知症の人と家

族のつどい等設置数  

17 か所 

（14 市町） 

21 か所 

（16 市町） 

22 か所 

（17 市町） 
  

将来的に全市町

（身近な場所）

でつどいの場が

充足 
 


